
議案第１１号  

 

東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

定める条例等の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２７日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

  



東大阪市条例第  号  

 

   東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例 

 

 （東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第１条 東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年東大阪市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２０号中「第４３条第２項」を「第４３条第４項」に改める。 

 （東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の

一部改正） 

第２条 東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条

例（平成２６年東大阪市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第４３条第２項」を「第４３条第４項」に改める。 

  第２条第１項中「第９条」を「第９条第２項」に改める。 

（東大阪市子どもを虐待から守る条例の一部改正） 

第３条 東大阪市子どもを虐待から守る条例（平成１７年東大阪市条例第９０号）の一部

を次のように改正する。 

  第１１条中「第４３条第２項」を「第４３条第４項」に改める。 



   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）～（１９） （略） （１）～（１９） （略） 

（２０） 特定地域型保育事業 法第４３条第４項に規定す

る特定地域型保育事業をいう。 

（２０） 特定地域型保育事業 法第４３条第２項に規定す

る特定地域型保育事業をいう。 

（２１）～（２６） （略） （２１）～（２６） （略） 

 



東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、特定教育・保育施設（子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第 

２７条第１項の特定教育・保育施設をいう。以下同じ。）及

び特定地域型保育事業（法第４３条第４項の特定地域型保育

事業をいう。）の利用について利用者が負担する費用等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、特定教育・保育施設（子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第 

２７条第１項の特定教育・保育施設をいう。以下同じ。）及

び特定地域型保育事業（法第４３条第２項の特定地域型保育

事業をいう。）の利用について利用者が負担する費用等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（本市が定める額） （本市が定める額） 

第２条  法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第 

２９条第３項第２号及び第３０条第２項第１号から第３号ま

でに規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給

付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案

して本市が定める額（それぞれ当該政令で定める額が０であ

る場合を除く。）は、子ども・子育て支援法施行令（平成 

第２条  法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第 

２９条第３項第２号及び第３０条第２項第１号から第３号ま

でに規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給

付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案

して本市が定める額（それぞれ当該政令で定める額が０であ

る場合を除く。）は、子ども・子育て支援法施行令（平成 



２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第２項

各号（令第５条第２項、第９条第２項及び第１１条第２項に

おいて準用する場合を含む。以下同じ。）に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額（令第１３条第１項第１号又は第 

１４条第１号の規定の適用がある場合は、それぞれ令第４条

第２項各号に定める額に１００分の５０を乗じて得た額）に

０．７２５を乗じて得た額を限度として、市長が定める。 

２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第２項

各号（令第５条第２項、第９条及び第１１条第２項において

準用する場合を含む。以下同じ。）に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額（令第１３条第１項第１号又は第１４条第

１号の規定の適用がある場合は、それぞれ令第４条第２項各

号 に 定 め る 額 に １ ０ ０ 分 の ５ ０ を 乗 じ て 得 た 額 ） に 

０．７２５を乗じて得た額を限度として、市長が定める。 

２ （略） ２ （略） 

 



東大阪市子どもを虐待から守る条例新旧対照表（第３条関係） 

新 旧 

（子ども虐待を受けた子どもの優先的取扱い） （子ども虐待を受けた子どもの優先的取扱い） 

第１１条 市長は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設又は

同法第４３条第４項に規定する特定地域型保育事業の利用

について、同法第４２条第１項若しくは第５４条第１項の規

定により要請を行う場合又は児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第２４条第３項の規定により調整若しくは要請を

行う場合において、子ども虐待を受けている子どもを優先的

に取り扱うことができる。 

第１１条 市長は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設又は

同法第４３条第２項に規定する特定地域型保育事業の利用

について、同法第４２条第１項若しくは第５４条第１項の規

定により要請を行う場合又は児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第２４条第３項の規定により調整若しくは要請を

行う場合において、子ども虐待を受けている子どもを優先的

に取り扱うことができる。 

 


